
1 

柏崎刈羽地域原子力防災協議会（第１回） 

議事要旨 

１．開催要領 

  開催日時：令和７年６月１１日（水）８：００～９：１５ 

  場  所：中央合同庁舎第８号館災害対策本部会議室（テレビ会議） 

  出 席 者：別紙のとおり 

２．議事次第 

議題 「柏崎刈羽地域の緊急時対応」の確認について 

３．配付資料 

資料１ 柏崎刈羽地域原子力防災協議会の構成員について 

資料２ 柏崎刈羽地域の緊急時対応（概要版） 

資料３ 柏崎刈羽地域の緊急時対応（全体版） 

  参考資料 柏崎刈羽地域の緊急時対応に係るＱＡ集 

４．会議概要 

○ 松下内閣府政策統括官（原子力防災担当）から、柏崎刈羽地域原子

力防災協議会（第１回）開催に係る趣旨を説明。 

○ 高橋内閣府地域原子力防災推進官から、資料２及び参考資料に基づ

き、「柏崎刈羽地域の緊急時対応」について複数の避難経路、輸送手

段、広域避難先を確保していることなどを説明。 

○ 松下内閣府政策統括官（原子力防災担当）から、新潟県に対して、
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冬季を想定した防災訓練の実施について確認。 

笠鳥新潟県副知事から、通常の総合訓練に加えて、冬季訓練を実施

しており、積雪時の孤立地域を想定した自衛隊の大型雪上車、高機動

車による住民避難訓練や、民間事業者による除雪が困難となった場合

を想定した自衛隊員による道路啓開訓練などを実施し、原子力災害発

生時の対応力向上を図っている旨、回答。 

 

○ 松下内閣府政策統括官（原子力防災担当）から、東京電力ホールデ

ィングス（株）に対して、福祉車両等の確保、避難退域時検査等に必

要な要員の確保、物資支援等の対応について確認。 

福田東京電力ホールディングス取締役・執行役副社長原子力・立地

本部長から、福祉車両等の移動手段の確保、避難退域時検査や簡易除

染の要員の確保、汚染物の処理や物資支援など事業者に求められる対

応については、関係自治体と相談しながら、しっかりと準備していく

こと、福島第一原子力発電所事故の大きな反省や教訓等を踏まえ、万

が一に対応が必要になった場合に備え、訓練を積み重ね、対応力の向

上に努める旨、回答。 

 

○ 松下内閣府政策統括官（原子力防災担当）から、実動組織として、

警察庁、消防庁、海上保安庁及び防衛省に対して、不測の事態には、

新潟県及び関係市町村からの要請があった場合、各種支援を行ってい

くという認識でよいか確認。 

  黒川警察庁警備局警備運用部警備第三課災害対策室長から、原子力

発電所において災害が発生した場合、警察では、速やかに対処体制を

構築するとともに、関係機関と連携し、住民の安全を最優先として、
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避難住民の誘導などの活動を行うこと、また、被害状況等を踏まえ、

警察災害派遣隊を派遣し、対応の強化を図る旨、回答。 

中越消防庁予防課特殊災害室長から、地元消防機関において、各種

支援活動が行われるものと承知していること、消防庁としては、不測

の事態において、関係県から要請があれば、緊急消防援助隊の派遣に

より、避難行動要支援者や傷病者の搬送など、住民避難について、広

域的な支援を行っていくこと、その際には、緊急消防援助隊が安全に

活動できるよう、安全の確保に関するしっかりとした情報の提供をお

願いしたい旨、回答。 

平井海上保安庁警備救難部環境防災課長から、地元からの要望、要

請等を踏まえつつ、全国からの派遣を含めて、必要な対応を実施して

いく旨、回答。 

伊藤防衛省大臣官房審議官から、防衛省・自衛隊としては、不測の

事態が生じた場合には、関係省庁及び地元地方公共団体等と協議を重

ねてきた柏崎刈羽地域の緊急時対応に加え、政府本部による実動組織

の災害応急対策に係る資源配分の総合調整も踏まえ、内閣府（原子力

防災担当）をはじめとする関係省庁と連携しつつ、適切に各種支援を

行っていくこと、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の中、自衛隊は

各種事態に備え対処体制を維持しつつ、原子力災害対応を行うことに

なっているため、関係省庁との役割分担、防災訓練などを通じた平素

からの準備や備え、いかなる事態においても求められる役割を十分果

たせるよう努めていく旨、回答。 

  

○ 松下内閣府政策統括官（原子力防災担当）から、関係自治体からの

発言について確認。 
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笠鳥新潟県副知事から、緊急時対応については、能登半島地震を踏

まえた対応に加え、本県特有の豪雪等との複合災害時の対応なども記

載し、住民への分かりやすい周知に向けたＱＡ集を作成するなど、対

応してくれたことに感謝する旨、発言。 

避難を迫られる可能性のある住民にとって事前の説明会でも指摘が

あったように緊急時対応ができたということだけでは不安は解消しな

いこと、実践レベルで大きな混乱なく実施可能となるようさらに具体

化しその実効性を高めていくこと、住民にしっかり説明することが常

に重要であること、特に柏崎刈羽原子力発電所が持つ特殊性も住民に

とって不安の要素であると考えていること、を改めて認識してほしい

こと、また、より具体化してほしい対応として、 

・柏崎刈羽地域のＵＰＺ内人口は約４０万人と他の原発立地地域と比

較して多く、車での避難が中心で渋滞等の懸念や避難経路の被災も

考えられることから、ＵＰＺ外の幹線経路に繋がるまでの放射状の

６つの避難経路を設定し地震等の複合災害時においても有効に機能

を果たせるよう整備を要望した結果、国との「協議の枠組み」が設

置され進められているが、災害はいつ起きるのか分からないので優

先すべき事業とされたものについては通常と異なるスピードで集中

的に取り組んでほしいこと、 

・併せて、６つの幹線道路に繋がる県道・市町村道の整備も、避難の

実効性を高める上で重要であることから、進捗を加速化するために

も「原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法」（以下

「原発立地特措法」という。）の適用地域の拡大を早期に実現してほ

しいこと、 

・近年の短期集中的な降雪により避難の重要な役割を果たす高速道路
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や国直轄国道が同時に通行止めとなる事態が頻発しているため、で

きる限り通行止めを生じさせない、生じても短時間で解除するため

の道路管理者間の連携、除排雪体制の強化について、更なる取組を

してほしいこと、 

・通常時の除雪の主体である民間事業者が放射性物質が拡散されてい

る中でどこまで作業ができるのか、どのような状況になったら実動

組織にスムーズに引き継ぐのか、について市町村、事業者も不安を

抱いていることから、移行基準、判断主体、具体的な手順等を普段

から事業者と連携、確認してほしいとともに、喫緊の切実な課題で

ある除雪オペレーターの確保についても支援をしてほしいこと、 

・生活上必要な作業等は屋外で可能ということが示されているが、被

ばくの不安を抱えた中で行うには指示と根拠が必要であり、住民の

不安に寄り添った具体的な対応をしてほしいこと、 

・住民や事業者の対応が困難となった場合には、自衛隊等の柔軟な支

援をしてほしいこと、 

・能登半島地震によって多くの住民は、家屋倒壊により屋内退避する

住宅がないことが複合災害時にはあり得ると認識しており、こうし

た場合には、要配慮者だけでなく、一般の住民が被ばくを回避しつ

つ一定期間留まれる避難所がＵＰＺ内には必要であると考えている

こと、現在、この方向で取組を進めていると承知しているが、ぜひ

迅速かつ着実な整備をしてほしいこと、 

・地域住民は、福島第一原子力発電所事故の混乱を記憶していて大き

な不安を抱いており、屋内退避の有効性について、住民理解が進ん

でいないと考えていること、災害時に大きな混乱なく避難を進める

ためには避難の必要性がない方はできる限り自宅等の屋内に留まっ
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てもらうことが重要であり、屋内退避の有効性、家屋倒壊、ライフ

ラインの途絶などが発生した場合の対応について、今後も丁寧に分

かりやすく説明してほしいこと、 

・自分の判断で避難する方は一定数いると考えられるので、このよう

な状況を想定した対応も必要であり、現実に即した対応をしてほし

いこと、 

・ＵＰＺ外の市町村から多く聞かれることだが、避難者を受け入れる

立場としてその役割をしっかり果たすが、事故の規模、風向きによ

って、ＵＰＺ外であっても住民が避難する状況も想定される場合に

どこに避難したらよいのか分からないという声があること、避難先

も複合災害で被災している事態も想定されること、緊急時対応で

は、県内で避難先が確保できない場合には、国、全国知事会、災害

時応援協定を締結している関係地方公共団体等と調整を行うとされ

ているが、発生してから対応したのでは大きな混乱をもたらすこと

から、あらかじめ対応の具体化をしてほしいこと、 

・残念ながら、東京電力は、福島第一原子力発電所事故の当事者であ

ることに加え、その後、不適切事案を起こし続けていることで県民

の信頼を失っており、様々な取組により回復過程にあるものの十分

な状況にはないと考えていること、緊急時の発電所の役割は極めて

重く、事業者には平常時からの情報提供を含めて地元との緊密な信

頼関係の構築に努めるとともに、緊急時にしっかりとした対応がで

きるよう国としても様々な管理監督の徹底をしてほしいこと、併せ

て、国が前面に立って住民から信頼される体制を構築してほしいこ

と、 

・当初、原子力規制委員会では、複合災害について自然災害は範疇外
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といった話もあり、縦割りとの印象を受けた県民からは不安の声が

聞かれたこと、役割分担があるのは分かるが、それだけを発信され

ると受け取る住民の不安はさらに大きなものとなることから、実際

の住民の立場に立って関係省庁が一体となり取り組んでほしいこ

と、 

・緊急時対応は作って終わりではないと考えており、新しい知見が出

てきた場合には、躊躇なく見直す柔軟性に加えて、事前の説明会だ

けでは十分な理解に繋がっていないと考えられるので、地域への説

明を含めて現実としての対応の実効性を高める努力を国が一丸とな

って県や市町村とも連携しながら行ってほしいこと、 

について、発言。 

 櫻井柏崎市長から、 

・あくまでも原子力防災の観点から事業を進め、住民の安全と安心を

確保、醸成してほしいこと、 

・これを機会に地域振興、生活道路の改良、教育環境の整備という考

え方があるが、私は潔しとしないこと、別のステージで行ってほし

いこと、 

・ＰＡＺ、ＵＰＺそれぞれ、避難、屋内退避、科学的な根拠をもとに

合理的な原子力防災を進めてほしいこと、 

・いたずらに電力事業者に頼ることなく、他原発立地道県からも納得

が得られるような原子力防災を国の責任において進めてほしいこ

と、 

について、発言。 

磯田長岡市長から、 

   ・緊急時対応の取りまとめに感謝したいこと、 
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・ＵＰＺ４０万人のうち、長岡市は２４万人であること、 

・緊急時対応は、福島のような過酷事故にも対応できるものか確認し

たいこと、 

・長岡市は、中越大震災や令和４年の長岡・柏崎地域の集中降雪の国

道大渋滞を経験している中で、地震や大雪との複合災害時に、安全

に屋内退避やその後の一時移転ができるのか、大きな不安を感じて

いること、 

・妊婦や乳幼児を抱えている方からは、屋内退避はしないで自主避難

したいという声もあるが、その中で屋内退避を原則とする考え方が

理解と納得を得られるのか不安に感じていること、 

・東京電力が不適切案件を繰り返し不信感は消えないという状況であ

り、発電事業体の枠組みをもう少し工夫することに取り組むことで

市民・県民の理解が進むのではないかと考えていること、 

・屋内退避は、除雪、道路の復旧・啓開、食料の確保、営業や物資の

運搬、医療体制など民間事業者の協力なくしては対応できないの

で、民間事業者の方々が安全を納得しながら活動できるかどうかが

屋内退避の課題であると考えていること、 

・避難路の確保は大事であり、柏崎刈羽地域の６方向への避難路だけ

でなくＵＰＺの避難路もこれから課題になっていくこと、 

・国が前面に立って責任を持ってやるということを示すことが、市

民・県民の理解を促進する上で大切な要素と考えていること、 

・緊急時対応が決まったことは避難の実効性の向上に向けたスタート

であると考えていること、 

について、発言。 

宮崎小千谷市長から、 
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・緊急時対応は、分かりやすく説明するためのＱＡ集も加わり、現段

階でのとりまとめについては、一定の評価をしたいと思っているこ

と、 

・世界最大の原発、世界に類をみない豪雪地帯に立地、発電電力のほ

とんどを首都圏で利用、福島原発事故を起こした東京電力の運営と

いうことが、他地域の原発と全く違うこと、 

・小千谷市全域が原発から３０km 圏内に入っているにも関わらず交付

金等はなく、交付対象地域の人や産業の流出が続く一因となってお

り、併せて企業誘致においても公平性に欠けていること、 

・過酷事故のときに原発周辺の人々が避難を開始している中、いつ放

射性物質が放出されるかと怯えながら屋内退避するといったリスク

と不安のみが強いられていること、 

・今後、緊急対応時の実効性を高めるためには、豪雪時の屋内退避の

間の住民生活の維持及び円滑な避難を確実に実施できるようにする

ために、幹線道路に繋がる一般道路における除雪車両の増強や消雪

パイプ等の消融雪設備などの除雪体制の強化・確保、備蓄物資や避

難所の冷暖房の充実、民間事業者の活動の継続などが不可欠である

と考えていること、 

・万が一の場合の損害賠償は、発電事業者の無限責任とうたわれてい

るが、風評被害や企業の操業停止による損害についても十分配慮し

てほしいこと、 

・電源三法交付金制度の見直しと原発立地特措法に関して原発重点 

区域の全ての地域への拡大、対象事業の拡大や、補助率のかさ上げ

など支援措置の充実強化を図るようしてほしいこと、 

・雪国特有の切実な実態を理解してほしいこと、 
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について、発言。 

関口十日町市長から、 

・平成１６年中越地震、１９年中越沖地震、２３年長野県北部地震と

三度の巨大地震に見舞われてる地域であり、地形的にも土砂災害の

リスクが高い地域であり、平成２３年新潟福島豪雨において５４９

世帯、１，５００名を超える市民が孤立状況となったこと、 

・特別豪雪地帯に属しておりこの冬も山間部では４メートルを超えて

災害救助法が適用されており、この２０年間のうち豪雪に関わる災

害救助法の適用回数は８回と約半数に及んでいること、 

・このため、原発事故と地震、大雪などの複合災害が発生した場合の

避難の確実性、また、入院患者など要配慮者の安全確保に大きな不

安を感じている市民が多くいること、 

・引き続き、実効性を高めるための対応策の具現化、住民への理解促

進の真摯な取組を進めていただくとともに、避難路の整備も含めた

地域の原子力防災に必要な体制を維持、強化するための財政支援を

してほしいこと、 

・２万トンの魚沼産コシヒカリ米の産地であり深刻な事態に至らない

までも事故が発生した場合の風評被害による損失は、計り知れない

ものがあると考えており、事業者には原発への安全対策への不断の

努力を継続してほしいこと、 

について、発言。 

稲田見附市長から、 

・地震や大雪との複合災害の場合においても、市民や作業者の安全確

保が迅速かつ適切に行える実効性の高い避難計画にすることが大切

であると考えていること、 
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・除雪については最終的な実施は自衛隊などの実動組織となっている

が、住民が円滑に避難するために地元の道路のことを知っている建

設業者の協力が重要であると考えており、地元の事業者から最大限

の協力が得られるよう理解促進に向けて取り組んでほしいこと、 

・自治体職員、消防職員、要援護者の避難支援、市民、多くの関係者

が、安全に安心して屋外作業を行うことができる体制を考える必要

があることから、様々な自然災害と原発事故が同時に発生した場合

でも各種作業が安全に行えるような具体策の理解促進に向けて、市

町村に任せることなく国が取り組んでほしいこと、 

・冬季の避難訓練に市民と一緒に参加したが、避難退域時検査におい

ては自家用車避難が多く、検査待ちの車両の大渋滞が想定されるこ

とから、広域避難の実効性についてしっかり検証してほしいこと、 

・訓練参加者からも、広域避難についての不安の声を聞いているの

で、不安を払拭できる実効性のある具体的な体制について国は、市

町村に任せることなく実現してほしいこと、 

・原子力発電所で発電される電力は、首都圏に行くだけで地元には特

別な恩恵を受けてない状況にあり、他方、ＵＰＺ内の市民や職員は

安全対策や訓練など様々な負担を強いられているので、原発立地特

措法、電源立地交付金制度などの支援拡充を初めとした財政的支援

の充実について幅広く検討してほしいこと、 

について、発言。 

鈴木燕市長から、 

・屋内退避及び避難計画の納得性と実効性を高めてほしいこと、 

・新潟県の被ばくシミュレーションは、ＰＡＺではＩＡＥＡの基準値

を超えるが、ＵＰＺ内では基準値を超えることなく屋内退避でも安
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全であると発表されて一定の安心材料が示されたものの、ＰＡＺの

住民が屋内退避しているＵＰＺの住民の目の前を通ってＵＰＺ外に

避難することになっているが、ＵＰＺがＩＡＥＡの基準値内で安全

なのであれば、ＰＡＺの方々もＵＰＺ内の避難所で屋内退避して、

更に何かあれば一緒に避難していく方がいいのではないかと考える

人も出てくると考えられること、 

・ＰＡＺの方の広域避難のための避難道路を作っていくことは大切だ

とは思うが、それよりもＵＰＺ内の避難所の環境整備を優先的に取

り組んだ方がいいのではないかと思う方が出てくると考えられるこ

と、 

・住民は、心理的な安心を求める感情を持っているのでこれらをしっ

かり踏まえた上で、緊急時対応を国が前面に立った説明、実効性を

高める取り組みをしてほしいこと、 

について、発言。 

中川上越市長から、 

・原子力災害を想定し住民が不安に感じていることは、安全かつ確実

に避難できるか否かであること、 

・今年も積雪が４メートルを超えた所もあり、大雪と原子力災害の複

合災害時における対処方法について住民は懸念していること、 

・安全かつ確実に避難できるということは、避難経路や避難の手段が

確実に確保されていることと考えており、そのためには、避難に携

わる全ての関係者が共通の認識の下、連携して対応していかなけれ

ばならないこと、 

・今後は、緊急時対応に記載されている内容について、実際に道路管

理者や除雪作業を行っている民間事業者の理解が深まるよう、国が
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先頭に立ち、説明を行うとともに、国、県、関係自治体、民間事業

者も含め、全ての関係者が関与する防災訓練を繰り返し実施してい

く必要があること、 

・災害対応に「終わり」や「完璧」はないと考えており、緊急時対応

は、今回の取りまとめをもって終わりとせず、常に見直しをかけて

ほしいこと、 

   について、発言。 

櫻井柏崎市長から、 

   ・原発で発電される電気は首都圏に行くだけで地元は特別な恩恵を受

けていないという発言があったが、柏崎刈羽原子力発電所の１号機

は、延べ２４年間に渡って発電量の半分は東北電力を通して新潟県

内に電気が供給されており、その累計は８２５億ｋＷ／ｈとなり、

首都圏に送るだけではなく新潟県も柏崎刈羽原子力発電所の電力を

過去使ってきたこと、 

・柏崎刈羽発電所内で現在働いている８割以上は新潟県民であり、関

係事業者も柏崎刈羽のみではなく新潟県内各地から参入されている

企業もたくさんいること、 

・柏崎刈羽以外、新潟県が受け取っている三法交付金、また県独自の 

税金等、それぞれ１千億円以上の恩恵があること、 

について、発言。 

仙海出雲崎町長から、 

・緊急時対応の取りまとめに感謝したいこと、 

・出雲崎町は海岸線を有しており、令和６年元日の地震でも津波警報

が発令され海岸地域の多くの方が高台の避難場所に避難したが、雨

や風を凌げるものがない場所もあり、こういった所に長時間避難す
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る中、北寄りの風が吹けば体感温度は低くなること、 

・このような観点から、風雨を凌げるようなものが必要だと考えてお

り、これを一自治体で確保するのは財政的に厳しいと考えており、

財政的支援を国に考えてほしいこと、 

・基幹産業として漁業があり、原発事故が発生した場合の風評被害の

対応をどのように進めるかといった観点からしっかりと示してほし

いこと、 

について、発言。 

 

 松下内閣府政策統括官（原子力防災担当）から、 

・関係自治体からのご意見について、出席者、特に、関係府省庁に対

しても共有されたこと、 

・いただいたご意見を踏まえて、国として必要な支援を行っていくこ

と、 

・原子力災害対策指針では、福島第一原子力発電所事故のような大規

模な放射性物質の放出も想定して防護措置の基本的な考え方を示し

ていること、本指針に沿って各自治体の避難計画が策定されている

こと、避難計画をとりまとめる「緊急時対応」も東京電力福島第一

原子力発電所事故のような結果的に放射性物質の大規模な放出に至

る場合を想定しているものとなっていること、 

・避難路の整備については地域住民の安全、安心の観点から重要なこ

と、避難路の整備促進に向けた協議の枠組みの下で関係省庁と連携

して避難路の整備を進めていくとともに、除雪車両の増強、消融雪

施設や監視カメラの設置など基幹道路だけでなく生活道路も含めた

除排雪体制の強化も取り組むこと、 
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・除排雪をはじめ原子力災害時における民間事業者の協力促進につい

ては、原子力災害対応に関する理解が深まるように事故の進展の流

れ、被ばく対策、補償など国が前面に立って丁寧に説明していくこ

と、 

・防護服等の必要な資機材や備蓄物資等の整備についてはこれまで支

援していること、関係自治体の御意見を伺いながらしっかりと対応

していくこと、 

・屋内退避指示中の留意点等については、フィルタベントによる放射

性物質の放出が予定されている場合は一時外出を控える旨の注意喚

起を行うなど、原子力災害対策本部が必要な指示を行っていくこ

と、 

・原発立地特措法における立地地域の指定については、原子力発電施

設等の周辺地域のうち要件を満たす地域について、自治体からの申

出に基づき内閣総理大臣を議長とした関係大臣で構成される「原子

力立地会議」で審議することとされていること、今回の要望である

地域の拡大を行う場合には、①支援措置の対象となる道路整備等の

事業や地方交付税を所管している関係省庁からの了解が必要である

と考えており、②その後に、他の電源地域にも影響を及ぼすことか

ら、他の関係自治体への確認も必要であること、また、対象事業に

ついては、原発立地特措法等において、立地地域の住民生活の安全

確保に資する緊急に整備することが必要な施設などと限定されてお

り、同法の別表で詳細を規定しているところであり、その取扱いの

変更を行う場合にも関係省庁や他の電源地域の自治体とよく相談し

ながら検討を進める必要があること、いずれにせよ、関係者からよ

く意見を聞いて、しっかりと、かつ適切に対応を図っていくこと、 
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・放射線防護対策施設については、豪雪という地理的状況を考慮して

新潟県内のＵＰＺ全域で整備が可能としているところであり、具体

的な整備要望があれば対応していくこと、 

・指定避難所となる学校体育館等の放射線防護対策については、内閣

府において、新潟県が実施する調査を支援するとともに、本調査を

踏まえ、新たな支援に向けた取り組みを進めるなど屋内退避環境の

強化を進めていくこと、その際、避難所となる学校体育館の空調整

備の推進に努める文部科学省とも連携していくこと、 

・住民理解の促進については、家屋倒壊をはじめとして様々な理由に

より屋内退避が困難な場合には指定避難所等に避難するといった考

え方や広域避難の考え方など丁寧に説明していくこと、 

・新潟県からの提案を契機に「柏崎刈羽地域の緊急時対応」の内容を

補完し、分かりやすく住民の皆様に共有するために作成したＱＡ集

も活用していくこと、 

・原子力防災に関する訓練については、民間事業者を含めより多くの

関係機関にもご協力いただき、広域避難をはじめとする訓練内容を

充実させ、対応要員の能力向上と住民理解の促進を継続的に図って

いくこと、 

について、回答。 

児嶋原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官から、 

・複合災害時に屋内退避を効果的に運用するためには、指定避難所の

耐震化、食料等の備蓄、災害に強い避難経路など、自然災害に対す

る備えが原子力災害への備えとしても重要になることから、関係省

庁との更なる連携強化を進めていくこと、 

・関係省庁においても、それぞれの所掌事務を踏まえて複合災害に備
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えを進める、それぞれが所管する民間事業者へ複合災害時の活動継

続を積極的に備えることを要請するなどの施策を我が事として推進

する責任があること、 

・屋内退避に関する地元住民に対する説明については、屋内退避の運

用に関するＱ＆Ａやスライド形式の説明資料を作成し、４月 30 日に

原子力規制委員会のホームページで公開しているほか、６月１日、

７日に行われた住民説明会においても本資料を使って説明してお

り、また６月 22 日には原子力規制委員会伴委員が柏崎市の講演会に

て説明の予定があるなど、今後とも地元自治体の要望に応じて、原

子力規制庁から、検討チーム報告書の内容、原子力災害対策指針の

考え方について積極的に説明していくこと、 

・事業者に対する指導監督の強化については、原子力安全に係る保安

活動及び核物質防護に係る取組が適切に行われているかどうか、原

子力規制検査において厳格に確認していること、 

・柏崎刈羽原子力発電所についても、原子力規制庁の本庁及び規制事

務所が協力して、事業者の体制と人材がどうなっているのかを含め

て原子力規制検査を徹底していくこと、 

について、回答。 

清浦文部科学省大臣官房審議官（研究開発局担当）から、 

・内閣府（原子力防災担当）から言及があったが、避難所となる公立

小中学校の体育館への空調整備を加速するため、令和６年度補正予

算において、新たに臨時特例交付金を創設したこと、引き続き、各

自治体の取組を支援していくこと、 

・原子力損害賠償法では、一般論として、「風評被害」や「企業の営業

停止による損害」も含め、事故との相当因果関係が認められる損害
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については、原子力損害に当たるものとして適切な賠償を行うこと

としていること、 

について、回答。 

山田経済産業省資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官か

ら、 

・６方向へ放射状に避難する経路の確保については、「協議の枠組み」

において確認された、当面優先すべき整備箇所について、できる限

り速やかに整備を進めていくことが重要であり、新潟県、関係省庁

と連携しつつ、避難路の充実・強化を図っていくこと、 

・柏崎刈羽原子力発電所を運営する東京電力に対して、地元の信頼が

得られることは重要であり、政府として昨年９月に開催された原子

力関係閣僚会議における対応方針に基づき、これまで以上に積極的

に外部の目を取り入れ、自律的な改善を継続する体制を強化するよ

うしっかり指導していくこと、 

・電源立地関係の交付金については、財政上の制約もある中で、制度

について不断に検討していくこと、 

・昨年９月の原子力関係閣僚会議において、地元の不安の声や地域振

興も含めた要望等をしっかりと踏まえて、政府を挙げて具体的な対

応を行うよう指示があったところであり、新潟県の実情を踏まえな

がら、事業者とも連携しつつ、新潟県の持続的な発展に向けてしっ

かり取り組んでいくこと、 

について、回答。 

飯田国土交通省大臣官房参事官（運輸安全防災）から、 

・原子力発電施設の立地地域の安全・安心を確保するため、道路等の

インフラ整備を推進することは重要と認識していること、 
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・国土交通省としては、関係自治体から要望のあった避難路整備につ

いて、令和６年１１月に立ち上げた「協議の枠組み」を活用し、引

き続き、関係機関とも連携しながら取り組んでいくこと、 

・原子力災害時の避難路の除排雪体制の強化については、関係者で連

携し、地方整備局など現場の実施体制も含め、しっかりと対応して

いくこと、 

について、回答。 

伊藤防衛省大臣官房審議官から、 

・自衛隊の活動として、人命救助のための通行不能道路の啓開作業等

を想定しているが、道路の除雪や人命救助のための雪下ろしを含

め、原子力災害における自衛隊の一連の活動は、これまで内閣府

（原子力防災担当）を含めた関係省庁等と協議を重ねたとおり、そ

れぞれの役割分担により最善を尽くしていくこと、 

について、回答。 

福田東京電力ホールディングス取締役・執行役副社長原子力・立地

本部長から、 

・新潟県が日本有数の豪雪地帯であることへの対応や、能登半島地震

を踏まえた懸念として、特に、家屋が倒壊した場合に備えた避難所

の環境整備については、当社としても、検討を進めてきたこと、 

・こうした新潟県の皆様のお話も真摯に受け止め、万一に備え、避難

計画の実効性向上に最大限貢献していくことが、事業者として重要

であると考えていること、 

・そのため、昨年 9 月の作業部会で表明したとおり、除雪車両の増強

や避難道路となる急勾配区間への消融雪施設の設置、積雪状況を監

視するカメラの設置など、除排雪体制の強化について支援していく
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こと、 

・加えて、話のあった指定避難所となる学校体育館の環境整備につい

ても、早期の強化が図られるよう、出来ることについてしっかりと

対応していくこと、 

・地震や津波、水害、豪雪といった一般的な自然災害時の支援とし

て、新潟県内の当社施設を一時的な避難場所として開放し、地域の

皆様に使っていただく取り組みや、自治体が避難所を設置する際、

当社が仮設トイレや発電機などの生活に不可欠な資機材の設営から

撤去までワンストップで行うサービスを、ＰＡＺ及びＵＰＺの自治

体を対象に検討していること、 

・本取り組みについては、今後、関係機関や自治体の皆様の意見を伺

いながら、具体的な検討を進めていくこと、 

について、回答。 

松下内閣府政策統括官（原子力防災担当）から、 

・最後に、本日の県や市町村からの意見があった緊急時対応の実効性

向上に向けた取組については、今後も柏崎刈羽地域原子力防災協議

会の枠組みの下において、議論し、確認していくとともに、訓練に

よる検証、検証結果を踏まえた改善等を、政府一丸となって行って

いくこと、 

・万一有事の際には「柏崎刈羽地域の緊急時対応」にしたがって、原

子力災害対策本部を中心に新潟県など各自治体と連携して、政府と

しても万全な対応をしていくこと、 

・「緊急時対応」について、訓練結果から得られる教訓事項を反映する

など、継続的な改善・見直しを行うことや、ＱＡ集についても、随

時見直しを行っていくこと、 
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について、回答。 

 

〇 本会議のまとめに先立ち、児嶋原子力規制庁長官官房核物質・放射

線総括審議官から、原子力規制庁としては、柏崎刈羽地域の緊急時対

応は、原子力災害対策指針に沿った具体的かつ合理的なものであると

考えている旨、発言。 

○ 本会議のまとめとして、松下内閣府政策統括官（原子力防災担当）

から、関係自治体、関係省庁、その他関係機関の対応を含む「柏崎刈

羽地域の緊急時対応」について、現時点において原子力災害対策指針

等に照らし、具体的かつ合理的であることを確認した旨、発言。 

また、本日確認した内容は、原子力防災会議に、内閣府から報告す

るとともに、今後訓練を実施し、その結果を検証し、計画等の不断の

改善に繋げていく出発点とする旨、発言。 

（以上） 
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